
６月１日に異動予定の社員（ＪＲ東労組組合員）に対し、事前通知がされましたが、

個人面談で自分が書いたキャリアプランが反映されてない

会社は異動先決定について組合員に対して説明が不十分

後日説明を求めたが、その説明も納得感あるものではなかった

人事異動は、組合員の人生と家族の生活に関わる重要なことです。だからこそ、個人面

談で一人ひとりがキャリアプランを考えて面談を受けています。キャリアプランが反映されな

い、その説明に納得感を持てない、それでは「個人面談」とは一体何のためにあるのでしょ

うか？

当該組合員は、納得できる説明がない人事異動に対して「簡易苦情処理」を申請しました。

ＪＲ東労組盛岡地本八戸支部
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◎簡易苦情処理って？

ＪＲ東労組とＪＲ東日本は「労使間の取扱いに関する協約」を締結してい

ます。その協約の中で「組合員が、本人の転勤、転職、降職、出向およ

び待命休職についての事前通知内容について苦情を有する場合は、そ

の解決を簡易苦情処理会議に請求することができる」となっています。

この「簡易苦情処理」は就業規則にはなく、「労使間の取扱いに関する

協約」が適用される組合員のみが適用されます。


